












はじめに 

 超・極小未熟児、重症新生児を昼夜の別なく intensive care を行う NICU、重症児の

transport あるいは情報センターを備えた新生児医療の 3次医療機関を中心にした新生児

医療の地域化の体制が、わが国でも開始されてから略々10 年を経過しようとしている。こ

の間に、様々な議論がなされ、出生後の児に対しての intensive care のみでなく、胎児期

から出生後への一連の care すなわち maternal transport を含めた周産期センターの必要

性、重要性もうきぼりにされてきている。確かに理想的には、周産期医療として胎児・新

生児の一連の経過を十分に監視し、必要な時期に十二分の医療が行える医療体制を、

population base にして確立する事である。 

 しかし、この理想に到達するまでには、未だ解決すべき社会・経済的問題が山積してい

る。ここに、本研究班が組織されたものと考える。著者は、新生児医療の立場、特に新生

児医療の地域化がなされている地域の 3次医療機関の立場より問題点を提起してみたい。 


